
平成３０年第５回農業委員会総会議事録 

 
１．開催日時 平成３０年５月２９日（火） 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

３．出席委員（１２人） 

   農業委員 金田起代子  中山 一一  谷山 次則  佃 正人 

  田代 洋一  齊藤 英次  境  良一  本田 孝徳  

山本 賢一  太田 桂子  佐美三 守  堀  城 

   

４．欠席委員 無し 

 

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   佃 正人  堀 城 

 

６．議 事 

 （１）議案 第１８号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第１９号 農地法第４条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第２０号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （４）議案 第２１号 農用地利用集積計画の同意について 

 （７）その他 

 

 

伊藤局長  それでは，定刻になりましたので，只今から平成３０年第５回の通常 

総会を開催いたします。 

      本日は，農業委員さん全員の出席ですので，本日の総会が成立したこ

とをご報告いたします。 

      それでは只今から，次第に沿って進めさせていただきます。 

      開会にあたりまして，田代会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

田代会長  こんにちは。 

      委員の皆さんには，第５回の農業委員会総会に出席をいただきまして，

ありがとうございます。今日は議案の審議の後，研修についてまた，

歓送迎会がありますので，スムーズな審議をお願いいたしたいと思っ



ています。簡単ですけども挨拶に代えさせていただきます。 

 

伊藤局長  ありがとうございました。 

      次に議長選出になっておりますが，宇土市農業委員会会議規則第５条

の規定により，田代会長に議長をお願いいたします。 

 

田代議長  それでは，平成３０年第５回農業委員会総会を開会します。本日の議

長を務めさせていただきます。まず，議事録署名委員の指名でありま

すが，議長において指名するということでよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，佃委員さんと堀委員さんにお願いします。 

      それでは，今から議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員さんより申請内容について説明をお願いして，

後から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということ

になります。確認委員さんには説明をよろしくお願いします。 

      それでは，今月の議案審議をお願いします。 

      議案第１８号，「農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可

申請に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員さんは中山委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

中山委員  １番を説明いたします。譲渡人，譲受人，土地の所在地は議案書記載

のとおりです。登記田，現況田，登記面積１，４４３㎡，耕作面積４，

６７１㎡，申請面積１，４４３㎡，貸借形態は所有権（有償）です。

譲受理由は規模拡大，譲渡理由は経営縮小，家族１名，権利の種類は

売買です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号１番。申請地までの通作距離は約５００ｍで，農業経験年数

１０年，農機具も所有し，主たる作物は，キャベツ・白菜・大根など

の野菜になります。以上です。 

 



田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員は中山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

中山委員  ２番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記

載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積１１７㎡です。耕作面積

３，６７７㎡，申請面積１１７㎡，貸借形態は所有権（有償）です。

譲受理由は規模拡大，譲渡理由は規模縮小，家族２名，権利の種類は

売買です。よろしくお願いいたします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号２番は，申請地までの通作距離は約１０ｍで，農業年数６０

年，農機具も所有し，主たる作物は芋・ピーマンなどの野菜になりま

す。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員は山本委員さんですので説明をお願

いします。 

 

山本委員  ３番について説明いたします。譲渡人，譲受人，土地の所在地は議案

書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積１，３９８㎡，もう

一筆が登記畑，現況畑，登記面積６３２㎡，２筆合計２，０３０㎡，

耕作面積は３，６７７㎡，申請面積は２，０３０㎡，貸借形態は所有

権（有償）です。譲受理由は規模拡大，譲渡理由は経営縮小，家族１



名，権利の種類は売買です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号３番。申請地までの通作距離は字岩崎１７２６番１が約１ｋ

ｍ，字床並３０８９番１が申請者宅の隣接地になります。農業年数３

５年，農機具も所有し，主たる作物は米になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      次に議案第１９号，「農地法第４条の規定による農地転用の許可申請

に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員は山本委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

山本委員  １番について説明いたします。申請人，土地の所在地は議案書記載の

とおりです。登記田，現況は雑種地，登記面積は２５８㎡，転用目的

は資材置場となっております。どうぞよろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。他に事務局から補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号１番について説明します。地図は５ページになります。申請

人は住吉町に居住している建設業を営む個人で，自宅から申請地まで

の距離が約５０ｍで，建設業を行うにあたり利便性がよいため，資材

置場を目的として，今回の転用申請となりました。申請地は，１０ｈ

ａ以上の農地の広がりがあり第１種農地と思われますが，不許可の例

外に該当し許可は可能です。 

なお，申請地は平成２８年に発生した熊本地震後の災害防止に使用 

されていた土のうや復旧工事完了後の不要物が置かれており，始末 



書添付の案件になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      以上で，議案第１９号については１件承認を得ましたので，許可書の

交付を行います。 

 

      次に議案第２０号，「農地法第５条の規定による農地転用の権利移転

を伴う許可申請に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員は金田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

金田委員  申請番号１番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積は２筆合計

の１，２２１㎡，転用面積１，２２１㎡，権利の種類は所有権（有償）

売買。転用目的は宅地分譲です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号１番についてご説明します。地図は９ページになります。 

      申請人は，山鹿市で主に「不動産の売買・賃貸・建築工事の請負・企

画など」を営む法人で，申請地は，住宅に囲まれ，小学校敷地に隣接

しており，宅地として適した場所と考え，宅地分譲を目的として，今

回の転用申請となりました。 

      申請地は，都市計画区域内の用途地域で第３種農地になります。以上

です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。       



田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員は金田委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

金田委員  申請番号２番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況畑，登記面積は４８８㎡，。

権利の種類は所有権（有償）売買です。転用目的は個人住宅です。よ

ろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号２番について説明します。地図は１０ページになります。申

請人は，住吉町に居住している個人で，申請地は，市街地に位置し，

公共施設や商業施設に近く住環境が良いと考え，個人住宅建築を目的

として，今回の転用申請となりました。 

申請地は，都市計画区域内の用途地域で，第３種農地になります。以

上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  申請番号３番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積２７１㎡，

転用面積２７１㎡です。権利の種類は所有権（有償）売買です。転用

目的は建売住宅です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 



事務局   申請番号３番についてご説明します。地図は１１ページになります。

申請人は，合志市に居住する不動産業を営む個人で，申請地は，住環

境が優れた地域と判断し，建売住宅を目的として，今回の転用申請と

なりました。 

      事業全体の計画については，１１ページの太枠部分になります。事業

面積１，２２１．５㎡で，その内訳は宅地部分が７３５．５㎡，山林

部分が２１５㎡，そして今回申請の農地部分が２７１㎡，東側の斜線

部分になります。これらで６区画：建築面積１９８㎡です。 

申請地は，都市計画区域内の用途地域で，第３種農地になります。 

以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について，確認委員は山本委員さんですので説明をお願

いします。 

 

山本委員  ４番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記

載のとおりです。登記田，現況雑種地，登記面積３５０㎡，うち転用

面積３５０㎡です。権利の種類は使用貸借権設定です。転用目的は個

人住宅で１１８㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号４番についてご説明します。地図は１２ページになります。 

      申請人は，熊本市に居住している個人で，居住していた熊本市の共同

住宅がり災し，現在見なし住宅に居住しており，早急に住宅を建築す

る必要があるため，実家から約５０ｍに位置する父所有の土地を借り

て，個人住宅建築を目的として，今回の転用申請となりました。  

申請地は，４条の申請番号１番の農地の東側に隣接した農地で，申請

地は１０ｈａ以上の農地の拡がりがあり第１種農地と思われますが，

不許可の例外に該当し許可は可能です。             



なお，申請地は，平成２８年に発生した熊本地震後の災害防止に使用

されていた土のうや復旧工事完了後の不要物が置かれており，始末書

添付の案件になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について委員さん方

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      申請番号５番について，確認委員は太田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

太田委員  この案件は，先月最適化推進委員の白井さんより問題提起していただ

いて，地元に持ち帰り，５月１５日網津地区の振興会役員会に２日の

日には４人全員参加し，１５日は私と白井さんが参加させていただき

ました。その間に振興会の会長さん・副会長さん３人と網津支所長さ

んの５人で嘉島産業に説明に行っていただき，すぐには通らないとい

うことで，道路についても埋め立てが必要であり，通るまでにははや

くても３年はかかるだろう。将来的には通りたいので，その時は事前

に地元と打ち合わせをして，こっちからも通学路でもあるので，時間

帯には規制してもらうような意見も言うようにしていただくように，

通るときには説明会を開催するということで承諾を得ましたので，５

番については振興会からは了承を得ましたので，今月承認をよろしく

お願いします。 

       

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   太田委員さんからもご説明がありましたけれども，本案件は先月の総

会において保留となっていた案件で，今回再審をするものです。  

申請人は上益城郡嘉島町で主に「土石・砂利その他各種建材の採取・

製造・売買など」を営む法人です。現在行っている採石場からの砕石

の搬出道路が狭く，近隣住民からの苦情や要望があっていることから，

採石場の西側に位置する「県道宇土不知火線」に接続する道路を新設

するための転用申請です。申請地は，おおむね３００ｍ以内に市役所



網津支所があり，第３種農地になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号５番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，５番については承認いたします。 

      以上で，議案第２０号については５件承認を得ましたので，許可書の

交付を行います。 

      次に，議案第２１号，「農用地利用集積計画の同意について」を議題

といたします。それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   １６ページをお開きください。番号４１番，借り手，貸し手，物件の

所在は議案書のとおりです。地目４筆とも田，面積合計８，８６８㎡

で，平成３０年６月１日から平成４０年５月３１日までの１０年間の

賃借権の再設定となり，借賃は１０アール当たり３０，０００円とな

っております。番号４２番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記

載のとおりです。地目２筆とも田，面積合計２，７８６㎡で，平成３

０年６月１日から平成４０年５月３１日までの１０年間の賃借権の

設定となっており，借賃は１０アール当たり２０，０００円となって

おります。番号４３番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載の

とおりです。地目田，面積２，１１９㎡で，平成３０年６月１日から

平成４０年５月３１日までの１０年間の賃借権の再設定となってお

り，借賃は１筆当たり８０，０００円となっております。番号４４番，

借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面

積１，５２０㎡で，平成３０年６月１日から平成４０年５月３１日ま

での１０年間の賃借権の再設定となっており，借賃は１０アール当た

り米１俵半となっております。番号４５番，借り手，貸し手，物件の

所在は議案書記載のとおりです。地目２筆とも田，面積合計１，７８

８㎡で，平成３０年６月１日から平成４０年５月３１日までの１０年

間の使用貸借権の再設定となっております。番号４６番，借り手，貸

し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田で，面積１，１

８０㎡で，平成３０年６月１日から平成３３年５月３１日までの３年

間の賃借権の設定となっており，借賃は１筆当たり２２，０００円と

なっております。 



      １７ページをお開きください。こちらが利用権設定等の状況の一覧表

となっております。１８ページをお開きください。今月の総計を読み

上げますと，利用権の設定が１８，２６１㎡となっております。右側

が１月からの累計で，合計を読み上げますと利用権設定が１３１，４

９９㎡行われております。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さんのご意見はありませんか。 

       

全委員   異議なし。 

 

田代議長  よろしいですか。異議なしとのことで議案第２１号については決定を

いたします。 

      以上で予定しておりました案件はすべて承認いたしました。 

      その他事務局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

 

事務局   去年の秋に行っていただきました農地パトロールの結果について簡

単に説明させていただき，また来月以降に農地パトロールについては

お時間をいただいて説明させていただきたいと思います。     

では，お手元にお配りしている平成２９年度の遊休農地利用状況調査

結果一覧表をご覧ください。去年の秋に行っていただいた農地パトロ

ールの結果になります。地区ごとに分けてあり，左から前年度までの

遊休農地，新規発生分，２８年度は遊休農地として挙がっていたもの

が２９年度には解消が確認された農地です。次に増減は２９年度に結

果として残った農地になります。 

      １地番下の合計がありますので読み上げますと，前年度までの遊休農

地が１０８筆で７３，４０８㎡，新しく発見されたものが１３筆で１

１，７９３㎡，解消が確認できたものが１２筆，１１，０４５㎡，結

果として前年度に新規発生を足して解消を引いたものが１０９筆で

７４，１６１㎡，結果として２８年度と比べと１筆，７５３㎡増にな

っていますがほぼ横ばいになっております。簡単ではありますが以上

で報告を終わります。 

      こちらの資料ですが，２枚目に土地の内訳がついています。所有者の

氏名等は記載しておりませんが，土地の地番から所有者の情報が推測

することが可能になりますので，この資料は個人情報と同等のものに

なります。そのため基本的には総会資料とともに置いて行っていただ

きたいと思います。但し，今後の委員活動に必要であれば事務局にお



っしゃっていただければお渡しします。外部には決して出さないよう

に守秘義務を守っていただき，委員活動のみお使いくださいますよう

お願いします。以上になります。 

 

田代会長  他にありませんか。それでは，これを持ちまして，お疲れ様でした。 

 

委員    意向調査内容でＪＡ代理事業とは何でしょうか。１番の中間管理機構

は中間管理機構のことでわかる。 

 

事務局   ＪＡが間に入って農地の貸し借りを行う事業があり，そちらを使うと

の意見になります。以前円滑化事業と言っていたものがこれにあたる。 

      それでは，佐美三副会長より閉会のご挨拶をお願いします。 

 

佐美三副会長 お疲れ様でした。平成３０年第５回農業委員会総会を閉会します。 

 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   佃 正人     印 

 

議事録署名人   堀 城      印 


